
 
 

門真市における 
学校の相談体制 

 
 



子ども悩み相談サポートチーム 

・ 門真市教育センター内に設置（H25年度～） 
・ サポートチーム支援員（校長OB） １名 

  カウンセラー（臨床心理士）     １名 

  スクールソーシャルワーカー（SSW） １名 

   （精神保健福祉士） 
  相談員      ２名 

・ 火曜日～木曜日 週３日 

    



サポートチームの活動内容 
 

⑴相談業務 

 いじめ・暴力行為等の問題行動や不登校に関
して悩む児童生徒やその保護者、学校からの電
話相談や来庁相談に応じる。 

 

⑵相談員による家庭訪問や学校支援 

 不登校等、課題のあるケースについて、相談
員が定期的に学校に入ったり、家庭訪問したり
するなど、児童生徒及びその保護者を支援する
。 
 



サポートチームの活動内容 
 

⑶学校への支援活動 

 いじめ・暴力行為等の問題行動や不登校など
の課題解決のため、サポートチームが学校に出
向き、ケース会議等を実施し、支援活動を行う。 

 

⑷生徒指導に関する教職員の資質向上 

 学校の要望に応じて、生徒指導や教育相談等
に関する研修を行う。 
 



サポートチーム設置の背景 
 

・いじめ事象については、喫緊の課題であり、丁
寧な指導と早期対応が求められている。 

 

・本市は長期欠席（不登校：年間３０日以上）児
童・生徒数がここ数年、府下でも割合が高い。 

 

・暴力行為の発生加害者の人数は、府下でも割
合が高い。 
 



サポートチーム設置の背景 
 

・学校はこれまで、不登校や問題行動等の課題
のある児童生徒に対して家庭訪問等を行うこと
で、その課題解決を図っているが、保護者の生
活環境の変化や考え方の多様化により、課題解
決が困難になっている。 

 

・学校だけでは対処しきれない事案については、
ＳＳＷ等の専門家が福祉的な視点から助言を行
うことで、関係諸機関との連携を強める必要があ
る。 



 
 

学校への専門家の配置状況 
 



学校への専門家の配置状況（市の合計） 
 

・スクールカウンセラー（SC） 
 各中学校に配置（中学校区SC） ６名 

 一部の小学校に配置 ３名 

 

・スクールソーシャルワーカー（SSW） 
 一部の小学校に配置 ５名 

 

・スクールアドバイザー・支援員（校長OB） 
 一部の小学校に配置 ４名 

 

・それぞれ週１日程度配置 

 



専門家の活用状況 
 

・カウンセラーの活用 

 校区中学校のSC、校区内配置小学校のSC、子
ども悩み相談サポートチームのカウンセラーを状
況に応じて適宜活用 

 

・SSWの活用 

 配置校以外の学校は、子ども悩み相談サポー
トチームのSSWを活用 

 

・専門家の勤務日が限られているため相談や 

ケース会議の予定が先まで埋まっている 

 



 
 

チーム学校の考え方 
（文部科学省中教審答申 H27年１２月） 



「チームとしての学校」の必要性 
 

・学校が、複雑化・多様化した課題を解決し、子
どもに必要な資質・能力を育んでいくためには、
学校のマネジメントを強化し、組織として教育活
動に取り組む体制を創り上げることが必要。 

 

・生徒指導や特別支援教育等を充実していくた
めに、学校や教員が心理や福祉等の専門スタッ
フ等と連携・分担する体制を整備し、学校の機能
を強化していくことが重要。 
 

 



「チームとしての学校」の必要性 
 

・体制を整備することによって、教職員が自らの
専門性を発揮するとともに、心理や福祉等の専
門スタッフ等の参画を得て、課題の解決に求め
られる専門性や経験を補い、子どもの教育活動
を充実していくことが期待できる。 

 

・学校において、子どもが成長していく上で、教
員に加えて、多様な価値観や経験を持った大人
と接したり、議論したりすることは、より厚みのあ
る経験を積むことができる。 
 

 








